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１．計画の趣旨、現状 

(1) 計画の趣旨 

田村市では、令和４年に策定した田村市総合計画をもとに、まちの将来像に掲げた

「ワクワクがとまらない 自然とチャレンジがいきるまち 田村市」を具現化できる

ように田村市教育大綱を策定し、学校教育と生涯教育の充実に努めている。学校教育で

は、教育振興推進プログラムのもと、「夢を実現する力を育てる学校教育の充実」に向

け、確かな学力の育成、豊かな心と健やかな体の育成、個に応じた教育、地域と共にあ

る学校教育、教職員の資質向上を基本目標とし、施策推進を図っている。 

それらを実現するためには、教職員の働き方改革を推進し、教職員が児童生徒と向き

合う時間や授業改善のための教材研究の時間の確保など、教職員が本来行うべき業務

に集中することができるようにすることが必要である。 

本計画は、県教育委員会が策定した「教職員働き方改革アクションプラン（令和６年

度～令和１１年度）」（令和８年２月２７日改訂）をもとに、教職員の時間外在校時間

やワーク・ライフ・バランスや働きがいに等に関する目標を定め、教職員が主体的に研

さんを重ね、教職員がやりがいと達成感を持って健康に働くことができる持続可能な

教育環境を構築するとともに、児童生徒の健やかな成長と自己実現を図ることを目的

とする。 

(2) 本市の現状 

○ 本市では、令和３年３月２９日に、所管に属する学校の教職員の在校時間等時間の

上限に関する方針として、「田村市立学校に勤務する教職員が業務を行う時間の上

限に関する規則」（以下「規則」という）を定め、教職員の在校等時間の管理及びそ

の時間の縮減に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田村市立学校に勤務する教育職員が業務を行う時間の上限に関する規則 

１ 教育委員会は、その所管に属する市立学校の教育職員が業務を行う時間（指針に規定する在校等
時間をいう。以下同じ。）から所定の勤務時間（法第６条第３項各号に掲げる日（代休日（職員の
勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年福島県条例第４号）第10条第１項に規定する代休日をい
う。）が指定された日を除く。）以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。）を除いた
時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。 

(１) １箇月について45時間       

(２) １年について360時間 

２ 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等
に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定
にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる
時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。 

(１) １箇月について100時間未満 

(２) １年について720時間 

(３) １箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１箇月、２箇月、３箇月、４箇月及び５
箇月の期間を加えたそれぞれの期間において１箇月当たりの平均時間について80時間 

(４) １年のうち１箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月
数について６箇月 
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  ○ こうした取組の結果、本市における教職員の時間外在校等時間の状況について、

令和６、７年度は以下のとおりであった。 

【令和６、７年度の時間外在校等時間の状況】 

年度 種別 年平均 
月４５時間を上

回る割合 

月８０時間を上

回る割合 

令和６年度 小学校 ３６．１４時間 ２８．３％ ３．５％ 

中学校 ４７．１５時間 ４９．３％ ９．１％ 

令和７年度 小学校 ３３．５５時間 ２４．９％ ２．１％ 

中学校 ４３．３７時間 ４４．６％ ５．７％ 

 

○ 令和７年度は６年度と比較して、小学校、中学校とも時間外在校等時間は減少し

た。しかし、時間外在校等時間が月４５時間を超える割合が小学校では 24.9％、中

学校では 44.6％と依然として多い状況である。特に、中学校では、部活動の業務の

負担感が大きくなっている。また、月 80時間を上回っている教職員もいる。特

に、教頭が多いことから、学校の多様な業務が教頭に集中してしまう傾向にあるこ

とがうかがえる。 

２．目標 

本計画において達成を目指す目標は以下のとおりである。 

(1) 時間外在校等時間に関する目標 

◎ 全教職員の時間外勤務時間を、月４５時間以内かつ年３６０時間以内にする。 

◎ 児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加があった場合でも、

時間外勤務時間が月８０時間を超える教職員をゼロにする。 

(2) ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する目標 

◎ 仕事と私生活を両立できていると感じる教職員の割合８０％以上を目指す。 

◎ 質の高い授業をするために、授業の準備や自己研さんのための時間を確保できて

いると感じる教職員の割合８０％以上を目指す。 

３．計画の期間 

 令和８年度～令和１１年度 
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４．実施する業務量管理・健康確保措置の内容 

本市では、県教育委員会の業務量管理・健康確保措置実施計画、「教職員働き方改革アク

ションプラン（令和６年度～令和１１年度）」（令和８年２月２７日改訂）」のもと、「公

立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教

育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」の「学校と教師の業

務の３分類※１」等を踏まえ、以下の内容に取り組む。 

※１「学校と教師の業務の３分類」  

「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令

の整備に関する政令の制定等について（通知）」（令和７年９月２６日付け７文初第１４０４号文部科学事務次官通

知・「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び

福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」別添資料より） 

 

(1) チーム学校の構築 

① 人的な配置によるサポートの強化 

ア スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの活用（国・県・市費） 

  不登校やいじめ等、児童生徒の教育相談体制の充実を図り、児童生徒の問題行動

の未然防止と早期解決を図るために、スクールカウンセラーの活用を図る。また、

学校の要請に応じ、スクールソーシャルワーカーを派遣し、児童生徒の問題行動等

の未然防止、早期発見、早期対応のため、学校と連携しながら支援活動を行う。 
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イ 心の教室相談員の配置（市費） 

  学校生活上の不安や友人関係の悩み等を持つ児童生徒に対し、集団生活への適

応と充実した学校生活を支援するために心の教室相談員を配置する。 

ウ 特別支援教育支援員の配置（市費） 

  障がいのある児童生徒の日常生活のサポートや学習活動上の支援を行うために、

児童生徒の実態に応じて、特別支援教育支援員を配置する。また、特別支援教育支

援員の資質向上を図る研修を実施する。（年２回） 

エ スクール・サポート・スタッフの活用（県費） 

学習プリントの印刷、学年・学級事務（会計補助、備品管理、教材・教具準備、

軽微な事務連絡・調整、調査集計・回答書案作成等）などを教員に代わって行うス

クール・サポート・スタッフを効果的に活用する。 

   オ 学校図書館司書の配置（市費） 

     学校図書の配架、修繕及び貸出業務、情報センターとしての活用の仕方など学校

図書館の活用、図書を活用した授業支援を行うため学校図書支援員を配置する。

（年３５日） 

カ ＩＣＴ支援員の配置（市費） 

     ＩＣＴ機器を活用した授業の質の向上に向け、教職員への支援体制を構築する

ためにＩＣＴ支援員を配置する。（２４チケット（１チケット３時間）） 

キ 部活動指導員の配置（中学校）（国・県・市費） 

部活動における、教職員の負担軽減を図るため、部活動指導員の継続的な配置に

努める。 

ク スクールロイヤーの活用（市費） 

学校におけるトラブルへの初期対応の相談等、複雑化する学校現場の諸課題に

対して、法務の専門的な指導助言等ができるスクールロイヤーの活用促進により、

諸課題の重大化や深刻化の予防と教職員の負担軽減を図るなど、相談体制を充実

させる。 

② 地域学校協働活動の連携 

学習支援活動や登下校の安全確保のための活動等、地域住民により積極的な学習

支援の取組を促進し、教職員が子どもと向き合う時間を拡大させるために、学校運営

協議会と地域学校協働活動の連携を図る。 

(2) 各学校の教育課程の見直し 

児童生徒一人一人が課題を設定し、主体的に学ぶ機会を確保するとともに、教員が授

業の準備や学習評価にかける時間を十分に確保する。その実現のため、全ての学校にお

いて、授業時数を点検した上で、原則、標準授業時数で教育課程を実施する。 

(3) 業務分担の見直しによる負担の平準化 

各学校は、複数担任制やチーム担任制など、担任制の在り方を見直し、学級担任の業

務を適切に分担する。また、授業の持ち時間数や授業準備にかかる時間などを精査した

上で、授業負担の平準化を図る。その際、初任者等の経験の浅い教職員に対しては適切

に配慮する。 
さらに、授業の持ち時間数以外についても、進路の個別指導や週休日の部活動指導の

担当者の割振り、校内の清掃や巡回の職員間の輪番での実施など、積極的に業務の平準
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化を図ることで、正規の勤務時間内に業務が終わるよう、時間外勤務時間の削減及び平

準化と休憩時間の確保や業務の持ち帰りがない状態を目指す。 

(4) 教育・校務のＤＸ推進 

① 「ふくしまクラウドサービス（ＦＣＳ）」の活用 

「ふくしまクラウドサービス（ＦＣＳ）」のさらなる活用により、校務の効率化や、

児童生徒の教育データの蓄積・活用基盤を強化するなど、教育・校務のＤＸ化を一層

推進する。また、各学校からの各種報告の様式についても、活用しやすいデータに変

更し、点検や集計の業務を削減する。 

② 校務支援システム導入 

校務支援システムを導入することで、教職員の業務負担を軽減し、質の高い教育を

実現する。 

③ 調査・報告、会議・研修等のオンライン化等による効率化 

調査等への回答にあたっては、原則、電子メールによるデータ提出やＷｅｂフォー

ムでの回答とし、FAXは使用しない。また、指定する場合を除き、鑑（送付文）を省

略し、ペーパーレス化や学校の負担軽減に努める。 

④ 発出文書・収受文書の処理の見直し 

  各学校は、収受する多様な文書等について、担当者に電子メールを転送する際に重

要度や期限等を明示したり、共有フォルダでの共有にとどめたり、管理職の判断で周

知しないなど、効率的なやりとりに努める。また、収受文書を印刷する文書を最小限

にとどめたり、2アップや両面印刷にしたりして、ペーパーレス化を進める。 

(5) マネジメント体制の強化 

① 勤怠管理システム等による出退勤時間の管理 

各学校は、勤怠管理システム等を用いて、出退勤時間及び時間外勤務時間を客観的

に把握するため、教職員一人一人の正確な打刻及び時間外勤務時間から除外する時

間の申請の手続きを徹底する。また、教職員自身が、自らの勤務時間に対する意識改

革を図るとともに、教育委員会及び管理職は、在校時間を厳正に評価・指導し、勤務

時間・健康管理を意識した働き方改革を推進する。労働安全衛生の面から、校長会議

や教頭研修会等において、出退勤時間及び時間外勤務時間の把握や長時間の時間外

勤務時間の是正について、周知を継続する。 

② 平日の学校解錠・施錠時刻の適切な設定と遵守 

各学校は、勤務時間は８時１５分から１６時４５分（休憩時間４５分を含めて８時

間３０分※各学校によって始業・終業時刻が異なる場合あり。）に設定されているこ

とを踏まえ、学校や地域の実態に応じて、勤務開始時刻と勤務終了時刻と大きな乖離

が生じないよう、平日の学校解錠・施錠時刻について、勤務開始時刻前１時間、勤務

終了時刻後２時間以内とするなど、学校ごとに適切な時刻を設定する。 

設定にあたっては、解錠時刻から施錠時刻までの時間は、教職員が業務に従事すべ

き時間、また管理職が教職員を従事させることができる時間として設定されるもの
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ではないことを教職員に理解させるとともに、児童生徒及び保護者にも年度始め等

に周知して、理解と協力を求める。また、定められた解錠・施錠時刻を遵守するとと

もに、解錠・施錠は教頭のみが行う業務ではないことから、校内体制等を工夫するこ

とにより、教頭の負担軽減を図る。 

③ 児童生徒一斉下校日の設定と取組の徹底 

各学校は、原則として週に１日の児童生徒一斉下校日を定め、児童生徒の自主学習

時間や、ボランティア活動等、地域の活動に参加する時間やゆとりのある放課後の時

間を確保するとともに、教員自身が質の高い授業を展開するための研究、研修の時間、

あるいは、効率的な校務運営のための打合せや会議の時間を確保する。 

④ 夏季休業中における学校閉庁日の設定等 

各学校は、原則として、いわゆるお盆期間を含めた８/１２～８/１６の５日間（曜

日によらず週休日も含めて）を学校閉庁日と定め、週休日の振替を優先的に指定する

とともに、夏季休暇、年次有給休暇等の計画的な取得促進を図る。 

なお、休日である年末年始６日（１２月２９日～翌年１月３日）も含め、閉庁を徹

底し、管理職も含めた教職員全員がしっかり休める環境を実現する。 

⑤ 年次有給休暇の取得の促進 

教職員は、年次有給休暇の計画的な取得により、仕事と私生活を両立できる環境の

実現を図るため、管理職も含め、１年間で１２日以上の年次有給休暇の取得を目指す。 

⑥ 週休日の振替の適切な運用 

週休日の振替については、原則、後８週までに行う必要がある。制度上、校務運営

上の必要性等により、後８週を超えて後１８週まで振替が可能だが、特に、大会等の

引率により土日とも振替対象の勤務日となるときには、校務に支障がない場合、校長

は、連続勤務を最小限とすることで教職員の心身の負担軽減を図るため、２日のうち

１日は翌週（または前週）に週休日の振替を指定できるよう、学校の実態に応じて配

慮する。 

(6) 持続可能な部活動運営 

   教育委員会は、児童生徒の調和のとれた心身の発達及び教職員の多忙化解消の視点

から「部活動の休養日及び活動時間に関する指針」に沿って、部活動の適正化に努める。

また、学校現場、連携団体及び競技団体等と協力し、今後の部活動の在り方や課題につ

いて、さらに検討を進める。 

   ※ 「部活動」には、小・中学校における特設活動も含む。 

① 休養日や練習時間の適切な管理 

ア 休養日の設定 

○ 平日週１日及び土日いずれかを週１日以上とする。 

○ 平日の休養日１日は児童生徒一斉下校日を利用するなどして一斉に実施する

こととするが、練習施設の確保等の事情がある場合は、校長の判断で一部の部活

動のみ別日に設定することができる。 

○ 土・日に大会・コンクール等（遠征・合宿・練習試合・合同練習会等を含む）

が実施される場合は、原則として週休日１日分の休養日を翌週の平日に振り替

える。 
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※ 長期休業中も、学期中と同様に設定し、加えてお盆期間や年末年始の学校閉庁

日も休養日とすることを徹底する。 

イ 活動時間の上限の徹底 

    ○ 平日２時間、学校の休業日３時間とする。 

     ○ 平日の大会、あるいは、土・日の大会・コンクール等（遠征・合宿・練習試合・

合同練習会等を含む）は、上記活動時間の設定とは別に計画されるが、３時間を

超えて活動した場合は、児童生徒の健康・安全を第一に考え十分な休養日（振替

の休養日を含む）を設ける。また、教職員の健康・安全にも十分考慮し、特に、

週休日の練習試合・合同練習会等については、週休日であることを踏まえて、校

長が、実施の必要性とともに、期間・場所・内容等を十分精査する。 

ウ 大会等への参加の見直し 

校長は、部活動の本来の目的（運動部についてはスポーツ医・科学的な観点含む。）

や児童生徒の健康・安全を第一に考え、大会等への参加の精選や教員間で引率業務

等を分担する。 

② 適切な学校部活動運営のための体制整備  

ア 部活動の活動方針・年間活動計画の作成等 

各学校は、「学校部活動の在り方に関する方針」に基づいた部活動の活動方針を

作成し、学校のホームページ等で公開する。また、校長は、各部活動の年間活動計

画及び部活動休養日等を示した毎月の活動計画を作成・提出させるとともに、必ず、

家庭に周知する。 

イ 部活動の設置数等の見直しと複数顧問制の拡大 

各学校は、少子化に伴う生徒数の推移や活動の実態及び地域の実情等を踏まえ、

計画的な部活動の設置数の精選や生徒の主体的な運営の推進など、校内規定等の

見直しや活動の在り方についても検討する。また、１つの部活動に対する複数の顧

問配置により、顧問間で部活動に係る指導を交替で行うことなど、指導に従事する

時間を調整することを推進する。 

ウ 中学校における休日の部活動の地域展開  

国や県の動きを踏まえながら、地域の実情に応じ、休日における部活動の地

域展開の取組を推進する。 

部活動の地域展開に向け、「田村市立中学校部活動地域展開推進委員会」を

設置し、望ましい部活動環境の構築と中学校における働き方改革の実現するた

め部活動の段階的な地域展開に向けた課題に総合的に取り組む。 

(7) 地域・保護者への理解の醸成 

教職員の働き方改革の考え方や取組を、各校種のＰＴＡ連合会等と連携して保護者

に伝えるとともに、教職員の働き方改革が急務であることや、学校への相談等にあたっ

ては、教員の勤務時間等についても配慮をお願いするなど、地域の方々を含め、引き続

き、丁寧に伝えていく。 

各学校は、ＰＴＡ総会や学校運営協議会等の機会を捉え教職員の働き方改革に関す

る取組について説明し、地域の方々や保護者とどのような対策が考えられるのかを対

話を通して考え、地域や学校の実態に応じながら、学校の課題等への改善策等が本計画

に適合するものとなるよう、働き方改革に資する取組を進める。 
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(8) 教頭の業務負担軽減 

「４（１）①ク相談体制の充実」、「４（４）③ 調査・報告、会議・研修等のオン

ライン化等による効率化」及び「４（５）②平日の学校解錠・施錠時刻の適切な設定と

遵守」など、教頭の長時間勤務の要因にもなっていると考えられる業務の見直しを着実

に実施することにより、教頭の負担軽減を推進する。また、本計画の取組の平日の学校

解錠・施錠などの業務以外でも、学校現場の要として幅広い業務に従事している教頭が

「“当たり前”に行っている業務」についても積極的な見直しを図る。 

(9) 健康及び福祉の確保に向けた取組 

教職員一人一人が健康な状態で業務に集中できるよう、心身の健康と福祉の確保に向

けた取組を、公立学校共済組合と連携して実施する。 

① 健康管理のための医師による面接指導 

長時間労働と脳血管疾患・心疾患との関連性が高いことから、時間外勤務が 80時

間を超えるなど長時間労働となっている教職員に対して、労働安全衛生法に基づく

医師による面接指導の実施体制を整備し、勤務時間や勤務状況等を適切に把握の上、

健康障害防止に必要な場合には医師による面接指導を実施する。 

② 定期健康診断等の実施（県） 

労働安全衛生法に基づく定期健康診断（人間ドック等を含む）を実施するとともに、

精密検査対象となった場合は、対象者全員が精密検査を受けるよう努める。 

なお、詳細な健康状態の把握や疾病の早期発見につなげるため、公立学校共済組合

の事業（県立学校・市町村立学校を対象）として人間ドック事業を実施し、積極的な

利用を促す。 

③ 特定健康診査・特定保健指導の実施（県） 

公立学校共済組合（医療保険者）は、県立学校及び市町村立学校の４０歳以上７５

歳未満の教職員を対象として、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康

診査を実施し、生活習慣病のリスクが高い者については、生活習慣の見直し等をサポ

ートする特定保健指導を実施する。 

④ ストレスチェックの実施（市） 

全ての教職員を対象として、労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施し、

メンタルヘルス不調を未然に防ぐとともに、実施後の集団分析結果を活用して職場

環境の改善を推進する。なお、高ストレス者に該当した者のうち、本人からの申し出

があった場合、面接指導が必要であると教育委員会が認めた場合は、医師による面接

指導を実施し、必要な就業上の措置を講じる。 

⑤ 心身の健康相談窓口の設置（県） 

職場や健康等に関する悩みに対応するため教職員相談室を設置するとともに、心・

体の健康に関する悩みや不安に対応するため医師や公認心理師等の専門家による多

様な相談窓口を活用する。このほか、管理職向け及び教職員向けメンタルヘルスセミ

ナーや生活習慣改善のためのセミナーなど、健康を保持するために必要な知識の普

及に努める。 
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また、あさかストレスケアセンターのＥＡＰ相談室を活用して、健康問題や職場の

問題、プライベートに関することなどの問題の早期発見、早期対応ができるように働

き掛ける。 

５．今後のフォローアップ 

○ 取組の着実な実行を図るため、市内各学校の教職員の在校等時間の状況を把握し、

毎年度、田村市のＨＰで公表するとともに、定例の教育委員会及び総合教育会議にお

いて報告することとする。 

○ 時間外在校等時間にかかる目標の達成状況については、出退勤管理システムで把握

し、その他の目標については、ストレスチェックの結果等から把握する。 

○ 教育委員会において、各学校の状況を確認し、本計画の内容に照らして課題が見ら

れるときは、当該学校に聞き取り・指導等を実施する。特に、時間外在校等時間が長

時間となっている教職員がいる学校や、業務の持ち帰りや休憩時間の確保が課題とな

っている学校に対しては、当該年度中にも速やかに状況が改善されることを目指し、

当該学校に対する個別の支援・指導を実施する。 

○ 各学校における働き方改革の取組が進むよう、様々な機会を捉え各学校へ本計画の

周知を行うとともに、管理職向けにマネジメント等に関する研修を充実させるなど、

教育委員会からの支援を強化する。各学校においては、校長をはじめとした管理職の

リーダーシップのもと、学校運営協議会における協議等も踏まえつつ、本計画に基づ

き、教職員の働き方改革に向けた取組を実施する。 


